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（
訳
文
）

合
意
さ
れ
た
議
事
録

本
日
東
京
で
署
名
さ
れ
た
投
資
の
促
進
及
び
保
護
に
関
す
る
日
本
国
政
府
と
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
独
立
国
政
府
と
の
間
の

協
定
（
以
下
「
こ
の
協
定
」
と
い
う
。
）
に
関
し
、
下
名
は
、
次
の
了
解
を
こ
こ
に
記
録
す
る
。

こ
の
協
定
の
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
六
条
の
規
定
は
、
世
界
貿
易
機
関
設
立
協
定
附
属
書
一
Ａ
貿
易
に
関
連
す
る
投
資
措

置
に
関
す
る
協
定
（
同
協
定
の
附
属
書
に
掲
げ
る
例
示
表
を
含
む
。
）
及
び
こ
の
協
定
の
他
の
規
定
か
ら
生
ず
る
各
締
約
国
の

義
務
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
な
く
、
外
国
投
資
の
許
可
に
係
る
条
件
及
び
制
限
を
定
め
る
自
国
の
法
令
（
外
国
人
に
よ
る
所
有

及
び
支
配
に
関
す
る
も
の
を
含
む
。
）
を
適
用
す
る
各
締
約
国
の
権
利
に
影
響
を
与
え
る
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が

確
認
さ
れ
る
。

二
千
十
一
年
四
月
二
十
六
日
に
東
京
で
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日
本
国
政
府
の
た
め
に

松
本
剛
明

パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
独
立
国
政
府
の
た
め
に

ド
ン
・
ポ
リ
エ


